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第１章 検討の背景 

  

 これまで福祉サービスは、高齢者、児童、障がい者など対象ごとに充実・発展して

きた。加えて、高齢者施策については地域包括ケアを進め、子育て支援についても

地域での子育てが重視されるようになり、障害者福祉については施設から地域生活

支援事業その他の支援を総合的に行い、障害の有無にかかわらず人格と個性を尊重

し安心して暮らすことのできる地域福祉づくりに取り組んできた。 

その一方で、共働き世帯の増加や高齢者の増加により子育てや介護の支援がこれま

で以上に必要となる中、高齢者介護・障害者福祉・子育て支援・生活困窮等様々な分

野において、核家族化、ひとり親世帯の増加、地域のつながりの希薄化等により、家

族内又は地域内の支援力が低下しているという状況がある。 

また、医学の進歩等に伴い、医療を受けながら地域で暮らす患者等が増加し、それ

に伴い、これらの者の福祉サービスに対するニーズも増幅している。 

さらに、様々な分野の課題が絡み合ったり、世帯単位で複数分野の課題を抱えると

いった状況が顕在化している。 

こうした課題に対して、地域コミュニティの発展と地域全体で支える力を再構築す

ることが求められるとともに相談・支援のあり方としても、これまでのように分野ご

とに相談・支援を提供しても、必ずしも十分な対応や課題解決が実現できるとは限ら

ない状況が生じてきている。 

したがって、いわゆる互助・共助の取組を育みつつ対象者の状況に応じて、分野を

問わず包括的かつワンストップ型の相談・支援を行うことを可能とすることが必要と

なっている。 

 

第２章 基本的な考え方 

 

１ 総論 

 

本方針は、第５次高砂市総合計画及び高砂市高齢者福祉計画及び高砂市介護保険

事業計画（第８期）及び第６期高砂市障害福祉計画兼第２期障害児福祉計画に基づ

き地域コミュニティの強みを活かし、一人暮らしの高齢者への日常における見守り

や障がい者及びその家族等への支援、災害時における要配慮者（以下「高齢者等」

という。）の支援など様々な分野をまたがる総合的サービスの提供や包括的な相談体

制の強化などにより、支え合いの地域共生社会の実現と旧伊保幼稚園跡地の有効活

用に向けて（仮称）高砂市福祉総合相談センター（以下「相談センター」という。）

を整備するための基本的な方針を定めるものである。 
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２ 計画上の位置づけ 

 

【第５次高砂市総合計画】 

政策（１－４） 地域で自立を支え合い、つながり合うまち【福祉政策】 

施策の基本的な方向 ① すべての人が合理的な配慮により、必要な福祉サービス

を受け、自立して生活できる環境が整っています。 

② 支援する人を応援し、支え合う社会ができています。 

KPI 生活支援コーディネーターの人数、生活困窮者自立支援制

度に関する新規相談受付件数、相談支援事業利用状況件

数、認知症カフェの運営箇所数 

主な取組 

高齢者の生活の 

自立支援 

高齢になったことに起因する困難に関する相談に対

応し、高齢者福祉サービスや生活支援サービスの提

供などにより高齢者の生活を支援します。 

障がい者の生活 

の自立支援 

高砂市障がい者基幹相談支援センターの充実により

障がいに起因する困難がある人や家族に寄り添った

相談支援を行います。 

地域包括ケアシ

ステムの推進 

高齢者等の総合相談、権利擁護など地域包括支援セ

ンターの業務の充実、地域ケア会議の充実などによ

り、地域で生活を営む上で支援を必要とする人が、

能力を発揮しながら在宅生活を維持する地域包括ケ

アシステムを推進します。 

成年後見制度の

利用促進 

関係機関からの情報が提供されることにより、権利

擁護支援が必要な全ての市民が権利擁護支援施策の

対象者となり、適切な支援が受けられる体制の構築

を図ります。 

 

【高砂市高齢者福祉計画及び高砂市介護保険事業計画（第８期）】 

基本目標 ２ 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進 

施策（１）地域包括支援センターの機能強化 

   地域包括支援センターは、高砂地区にある高砂市ユーアイ福祉交流センター

内に設置していますが、協力センターも含め、伊保地区、曽根地区に高齢者

の相談窓口がないことや障がい者基幹相談支援センター及び今後市が設置予

定の権利擁護センターなどの相談機関を１箇所にまとめることにより、相談

機能の充実と利便性の向上を図るため、一部の地域包括支援機能を高砂市ユ

ーアイ福祉交流センターに残しつつ、市の中心部に近い旧伊保幼稚園跡地へ

の移転を検討しています。 
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【第６期高砂市障害福祉計画兼第２期障害児福祉計画】 

第４章 第６期障害者福祉計画の見込量 

（２）地域生活支援事業の見込量 

ウ）相談支援事業 

■見込量確保のための方策 

   基幹相談支援センターは、令和元年度に設置されており、引き続き関係機関

との連携及び情報共有に努めるとともに、市の中心部に近い旧伊保幼稚園跡

地への移転を検討します。 

 

【高砂市公共施設全体最適化計画】 

個別施設計画における旧伊保幼稚園 

２０２６（令和８）年の状態 

機能面：用途変更、施設面：用途変更 

取組：２０２４（令和６）年度以降、障がい者基幹相談支援センター及び地域包

括支援センターとしての活用を検討する。 

 

※ これら各計画の考え方を踏まえ、総合的な福祉相談支援拠点の機能を担う相談

センターを整備することで、高齢者等の自立した日常生活及び社会生活を確保す

ることの重要性に鑑み、地域共生社会の推進を目指したいと考えています。 

 

３ 総合的かつ包括的な福祉相談支援拠点の機能を担う相談センター 

 

相談センターは、福祉に関する相談ノウハウを保有する専門職員を複数配置する

ことで、高齢者等の多様化、複雑化する様々なニーズに対応できる総合的・包括的

な相談支援機能を発揮するものです。これまで高齢者の相談機能を担う「地域包括

支援センター」は、平成２７年４月に市民福祉の増進を図るため、その交流及び活

動の拠点として、市域の東端部の高砂町に設置された「高砂市ユーアイ福祉交流セ

ンター」にその機能を有しています。 

その一方、障がい者の相談機能を担う「基幹相談支援センター」は、平成３１年

４月に障がいのある人の地域の相談支援拠点として、市域の西端部の北浜町にある

「社会福祉法人あかりの家」が所有する「地域支援センターあいあむ」内に開設し

ましたが、令和２年１２月に利便性の観点から同社会福祉法人が所有する曽根町の

「納豆工房なっとこちゃん」に移転しています。 

現状における相談支援体制の課題については、介護予防など高齢者の相談に応じ

る地域包括支援センターと自立支援や就労支援など障がい者の相談に応じる基幹相

談支援センターは、市域の東西にそれぞれ点在しており、総合的な福祉の相談支援

機能の充実を図るため、これらの機能と役割を集約化、複合化することで、市民に

とってわかりやすい相談窓口として、また、より地域に密着した相談センターとし

て機能することを目指します。 
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また、国の「成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、地方自治体においては

認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方が成年後見制

度を円滑に利用できる体制を構築し、これらの方の権利を尊重して擁護することに

より安心して暮らせる地域づくりと成年後見制度の利用促進を図るよう求められて

おり、令和３年度末までに各市町村における計画の策定及び中核機関（権利擁護セ

ンター等を含む）の整備が掲げられています。 

これらを踏まえ、相談センターに地域包括支援機能、基幹相談支援機能、成年後

見制度利用支援機能を市域の中心部に集約することで、高齢者等への相談支援の中

核的な役割を担う体制の確保を目指します。 

なお、相談センターの施設整備にあたっては、「高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律（バリアフリー法）」及び「兵庫県福祉のまちづくり条例」に

規定されている基本理念や基本方針に則した整備の推進を図ります。 

 

第３章 相談体制の現状と課題 

 

１ 相談支援体制の現状 

 福祉に関する相談支援体制の現状 

 
地域包括支援センター 基幹相談支援センター 

設置の根拠法令 
介護保険法第１１５条の４６

第１項 

障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律

第７７条の２第２項 

設置者 高砂市 高砂市 

設置場所 
高砂市ユーアイ福祉交流セン

ター１階 

納豆工房なっとこちゃん（障が

い者就労支援事業所）２階 

設置地区 高砂地区 曽根地区 

職員数 ４２名 ２名 

事業の委託先 （社福）高砂市社会福祉協議会 （社福）あかりの家 

 

２ 相談件数の推移                      （単位：件） 

 平成２７

年度 

平成２８

年度 

平成２９

年度 

H30 

年度 

R１ 

年度 

R２ 

年度 

地域包括 823 952 948 1,195 1,282 1,356 

基幹相談 

(実人数) 
― ― ― ― 

2,327 

(229) 

4,273 

(262) 
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３ 相談支援体制の課題 

 それぞれの受託先とのヒアリングを実施し、下記の内容が課題となっています。 

地域包括支援センター 基幹相談支援センター 

・市域の東部に位置しているため、比

較的西部の対応に時間がかかる。 

・近年包括に寄せられる相談について

は、その内容が複雑化しており、こ

れらを適切且つ迅速に対応するため

には職員の増員が必須となってい

る。 

・現事務所では、業務スペースが手狭

な状況となっている。 

・市域の西部に位置しているため、比

較的東部の対応に時間がかかる。 

・民間事業所（社福）内に設置してい

ることから案内看板もなく周知が図

れていない。 

・受託先において専門の相談室が確保

されていない。 

・障がい者団体からも市域の中心に設

置してほしいとの強い要望が寄せら

れている。 

・相談件数が年々増加傾向にあり専門

相談員の増員が必要。 

 

第４章 検討事項 

 

１ 高砂市ユーアイ福祉交流センターの設置目的 

 【議会答弁】 

・幼年、壮年、老年の三世代交流、障がい者の活動及び子育て支援の拠点（平成

２５年３月定例会） 

 ・高齢者、障がい者及び子育て世代等の交流の拠点（平成２６年６月定例会） 

 ・高齢者や障がいのある人、子育て世代の交流の場、また、ボランティア等、福

祉の担い手の交流の場（平成２７年３月定例会） 

 

 【設置条例】 

 ・高砂市ユーアイ福祉交流センター条例第１条（設置）において「市民の福祉の

増進を図るため、その交流の拠点として設置する。」とされている。 

 

 ※ 以上を踏まえ、ユーアイ福祉交流センターは、高齢者、障がい者、子育て世

代の交流及び活動の場として、位置付けられたものと認識している。よって、

（社福）社会福祉協議会を含め高齢者や障がい者に特化した拠点及び役割を担

う公の施設となるものではない。 

 

２ 相談センターの設置場所の検討 

 相談センターの設置にあたっては、相談機能の移転先、事務スペース及び相談ス
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ペースの確保、費用対効果、ランニングコストなど様々な角度から検討を施し、ベ

ストな選択が求められるため、以下の４つの比較検証を行いました。 

 

 A 案：高砂市ユーアイ福祉交流センターに基幹相談支援センターを移転 

   市域の東部に位置しているため、相談機能に偏りが生じてしまう。 

相談機能の集約化するには、施設の増改築が必要となり、その費用は概算で約

５億６千万円を上回る。また、当該施設は、社会資本整備総合交付金を活用し、

設置され、部屋ごとの設置目的に応じて補助率が異なるため、闇雲に形状を変更

することは適正ではないものと考えられる。 

 

 B 案：新庁舎建設に伴う南庁舎の空きスペースへの移転 

   市内の中心部に位置し、既存施設の形状をそのまま活用することが可能であ

れば費用面からも理想的であるが、政策部公共施設マネジメント室との協議の

結果、保健センター機能の移転の計画があったなかで、市民（健検診受診者

等）の安全面での課題が指摘された経緯もあり、南庁舎への移転は困難であ

り、現計画においても空きスペースがないことから不可能と判断せざるを得な

い。 

  

C 案：保健センター（文化保健センター１F）跡地への移転 

   キャパシティーには問題はないが、高砂町エリアに相談機能が集中してしま

う。本市の公共施設全体最適化計画における文化保健センターの個別施設計画

では、「２０２１(令和３)年度中に一部機能移転後の利用について施設の活用を

計画する。現指定管理期間が終了する２０２３(令和５)年度までに文化会館との

統合を計画する。」とされていることから、持続可能な相談機能の充実や費用対

効果の観点から優先順位は低いものと考えられる。 

  

 D 案：旧伊保幼稚園跡地への移転 

   市役所の近くに定点設置することで、市民にとって相談窓口がわかりやすく

なり、市域の中心部に設置することから利便性が向上する。 

   高齢者の相談機能と障がい者の相談機能を集約することで、相乗効果と相互

連携の強化が図れ、一体的な支援を提供・発揮できる仕組みを構築することが

できる。 

   相談センターの設置費用に関しては、概算で約１億２千万円（アスベスト

無）若しくは約１億５千万円（アスベスト有）となり、比較的安価となる見込

みである。 

   また、ランニングコストに関しては、概ね現在の業務委託料の範囲で対応可

能と見込んでいるが、高齢者等の多様化、複雑化する様々なニーズに対応でき

る総合的・包括的な相談支援機能を発揮するには、職員や専門相談員の増員及

び人材育成に向けた一定の経費は必要となる。 
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   なお、旧伊保幼稚園跡地への移転にあたっては、高砂市 PPP（公民連携）導

入指針の考え方を踏まえ、公共サービスの充実や事務の効率化に向け、民間等

のノウハウ、専門知識、技術等の有効活用と市民サービスの維持向上が求めら

れることから、相談センターの維持管理及び継続的発展を目指す上で、PFI、業

務委託、指定管理者、貸与など様々な視点をもって検討を進める必要がある。 

 

３ 旧伊保幼稚園跡に移設する目的（ねらい） 

  地域包括支援センターは、市域の南東部に位置することから、北西部の市民の

利便性を高めるため、市域の中央に位置する旧伊保幼稚園跡地にその機能の一部

を移転・分散することで、高齢者の相談・支援の充実が図れる。 

基幹相談支援センターは市域の西部にあり、委託法人施設内に設置されている

ことから、北東部の市民の利便性を高めるため、市域の中央にその機能のすべて

を移転することで、障がい者の相談・支援の充実が図れる。 

また、両センターともアウトリーチ型の自宅訪問での相談対応が多く、市域の

中心部からの移動訪問となることから、訪問時間の短縮効果が見込まれ、子ども

から高齢者まで年代性別を問わず、介護、障がい、生活困窮、いじめ、不登校、

ひきこもり、DV、虐待、公的・民間サービスの利用など福祉にかかる様々な悩み

ごとをしっかりと受け止め、安心して気軽に相談できるワンストップ型の相談体

制の充実が図れる。 

 

４ 分散及び移転する機能（事業）の具体例 

 〇地域包括支援センター（分散） 

  ・センターの機能（介護予防ケアマネジメント、総合相談、権利擁護、包括

的・継続的ケアマネジメント） 

  ・社会保障充実事業（在宅医療・介護連携、生活支援体制整備、認知症初期集

中、認知症地域支援ケア向上、地域ケア会議） 

  ・介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防ケアマネジメント、いきいき百

歳体操） 

  ・予防給付（介護予防支援） 

 〇基幹相談支援センター（移転） 

  ・総合的、専門的な相談支援の実施 

・地域の相談支援体制の強化及び地域移行、地域定着の促進の取り組み 

・権利擁護、虐待防止の取り組み 

・高砂市自立支援協議会の運営支援 

・障がい及び障がい福祉に対する理解促進と啓発活動 

・障がい者等が安心して地域生活を継続できる体制整備に係るコーディネート 

 〇成年後見センター（竣工時に機能追加） 

・成年後見制度に関する相談及び手続き支援 

・成年後見制度に関する広報及び啓発 



8 

・市民後見人の養成及び活動支援 

・成年後見制度に関係する機関等との連携及び調整 

 

５ 地方創生・生涯活躍のまち機能の検討 

  これまで当該相談センターの在り方を検討するなかで、利便性の向上及び相談

機能の充実に加え、障害福祉サービス（就労継続支援 B型）の施設外支援による

障害者の雇用機会の創出などを柱に検討してきたものである。 

また、地方創生の観点から全世代・全員活躍型のコミュニティづくりに向けた

「生涯活躍のまち」の取り組みを推進するため、年齢及び障害の有無にかかわら

ず誰もが気軽に立ち寄れる空間づくりの必要性についても検討を行ってきたもの

である。 

加えて、相談センター設置による改修費用については、地方債を財源とするこ

とは可能であるが、優位な補助金及び交付金の対象事業に該当しないため、起債

や一般財源の縮減に向け、政策部との連携・協議の上、地方創生関係交付金制度

の活用を更に目指そうとするものである。 

これらを踏まえ、地方創生の考えに則した１階部分の「（仮称）だれでも立ち寄

りステーション」構想（案）が以下のとおり加わったものである。 

 

国の「第２期 まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、「生涯活躍のま

ち」は、全世代・全員活躍型の「誰もが居場所と役割を持ち活躍できるコミュニ

ティづくり」を推進する分野横断的な施策として位置付けられました。 

  総合計画においても、生涯活躍のまちの考え方を採用しています。 

 

【第５次高砂市総合計画（高砂市ひと・まち・しごと創生総合戦略）】 

政策（３－２） まちを考え、行動する市民活動があるまち【市民活動政策】 

施策の基本的な方向 ① 多様な地域コミュニティ、市民活動の担い手が活躍しています。 

② 自主的な市民の地域活動が持続するよう、行政が支援しています。 

KPI 自治会加入世帯数、NPO 団体登録件数 

主な取組 

多様な活躍の支援 

コミュニティというつながりが、市民の複雑化・複合化す

るニーズに対応できるよう、公益的活動の担い手となる住

民（市民、団体、関係人口等）、事業者、関係機関が地域で

多様な活動ができるよう支援します。 

地域における居場所づ

くりの支援 

男女、障がい者、高齢者、若い世代、子育て世代、外国人

など、誰もが参加し役割を持つ居場所づくりにより地域共

生社会の実現を目指します。 

公益的団体活動の支援 
公益的な団体による自主的な活動を支援し、自発的に誰も

が活動できるまちづくりを支援します。 

高齢者のいきがいづく

り 

高齢者が就労や学びや集いの場などで、役割を持つことに

より、生涯を通じた活動ができるよう支援します。 



9 

「（仮称）だれでも立ち寄りステーション」構想（案） 

〇目的 

市の福祉相談機能に、あらゆる世代の多様な人々が、生きがいややりがいをも

って活躍する居場所づくりの機能を追加することで、行政サービスの受け手とし

てではなく、主体的に地域コミュニティ、地域共生社会の担い手となる人材を育

成します。 

〇内容 

交流・居場所となるためのしかけ（工夫）、場（空間）をつくることを意識し、

地元住民をはじめ、その運営を支援する方々など様々な分野からにアイデアやニ

ーズを聞き取るためのワークショップ開催し、事業主体者を支えます。 

〇想定する事業内容 

例えば、就労訓練カフェ、福祉アンテナショップなどを運営し、障害者の就労

訓練機会の創出と一定の集客が見込まれる地域に受け入れられ、親しまれる空間

づくりを目指します。 

〇地方創生関係交付金の活用の検討 

市の事業としての相談機能に、地方創生・生涯活躍のまちに資する施策を追加

することで、地域共生社会に向けた相乗効果が生まれると考えられます。 

地方創生関係交付金については、補助採択の可能性があることから、各関係団

体及び関係機関と協議し、採択を目指して検討します。 

 

６ 相談センターへのアクセスについての検討 

・現在の相談業務については、基幹相談支援及び地域包括支援センターともにア

ウトリーチ型の対応となっていることから、アクセスへの影響はほとんどないも

のと考えているが、成年後見に関する相談機能が追加されることにより、利用者

にどう影響するかは不透明である。 

・じょうとんバスの現系統では、近隣のバス停はなく、じょうとんバスによるア

クセスは、不可能と判断される。 

・最寄りの駅や公の施設とのシャトルバス運行という手法もあるが、費用対効果

を見込んだ場合、不適当と判断される。 

・相談に訪れる際に市内タクシーを利用していただき、施設到着時にタクシーチ

ケットを提供するなど交通アクセスにおける負担軽減を図るといった新たなスキ

ームを検討する。 

 

※ 旧伊保幼稚園の跡地利用に関しては、これまで施設の統廃合及び用途検討委員

会による「旧伊保幼稚園の跡地利用についての報告書（令和２年１１月発行）」に

おける検討結果を踏襲し、令和３年１月６日（水）、４月２３日（金）、５月７日

（金）、６月２９日（火）、７月１５日（木）、７月２１日（水）、８月１６日

（月）に本件に関する庁内会議等の開催、また、１２月６日、令和４年１月１４

日の市議会における全員協議会で様々なご指摘やご意見を受けたなかで相談セン
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ター設置の実現に向け、慎重な協議・検討を進めてきたものである。 

第５章 検討結果 

 

少子高齢化等により人口減少が進行している本市において、福祉ニーズが多様

化・複雑化しており、高齢者等が地域で安心して暮らすためには、身近な相談支援

体制の充実と地域による支援が不可欠となっている。 

また、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、

地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代

や分野を超えて『丸ごと』つながることで、市民一人ひとりの暮らしと生きがい、

地域をともに創っていく地域共生社会の実現が不可欠となっている。 

国が示す地域共生社会の実現に向けた取組を進めていくには、行政、地域、事業

所、基幹相談支援センター、地域包括支援センター等と連携しながら、地域に根ざ

した支援を進めていく必要がある。 

これらの課題に対応するため、それぞれの分野で対応していた相談支援体制から

属性や世代を問わない相談、多機関協働、専門職による伴走支援の対応を可能とす

る相談センターを旧伊保幼稚園跡地に整備する。 

この相談センターは、基本的に高齢者等の日常における不安や悩み、また、サー

ビス利用など様々な相談を受け付ける中核的な役割を担うとともに福祉の総合的か

つ包括的な相談機能（相談受付、アセスメント、支援の検討等）を有する機関とし

て設置する。 

加えて、本市の特徴を活かした自律的、持続的な地域社会の創生を目指すため、

誰もがゆるやかにつながる拠点、立ち寄れる場所としての「福祉アンテナショッ

プ」や「就労訓練カフェ」等を設置することで、年齢及び障害の有無にかかわらず

誰もが気軽に立ち寄れる居場所づくりに取り組む。その核として、障害者総合支援

法に基づき一般企業に雇用されることが困難な障がい者が働く場を提供し、知識及

び能力の向上のために必要な訓練（物品販売、調理、接客等）を行う通所型の福祉

サービス（就労継続支援Ｂ型）の提供可能な環境整備の推進を図る。 

なお、相談センターの設置場所は、市街化調整区域に指定されていることから、

施設整備にあたっては、建築許可申請（用途変更申請）にかかる兵庫県との調整が

前提となり、「高砂市地域防災計画」に基づき、災害発生直後に必要となる食料・物

資等の備蓄・調達体制の整備に努め、地震等による停電など不測の事態に対して高

齢者等の人命確保を図るため、高齢者等に配慮した避難行動マニュアルを作成する

など相談センターの安心、安全を推進する観点で施設の整備を図るものとする。 
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第６章 相談センターの設置概要とその効果 

設置目的 市域における高齢者等への総合的かつ包括的な相談支援の更なる充実と利便性の

向上を図るとともに地方創生の考え方を踏まえ、障がい者の就労機会の創出と誰

もが緩やかにつながる多世代交流の拠点及び役割を担う機関として設置する 

設置場所 旧伊保幼稚園（伊保４丁目４００番地） 

【イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     包括支援機能を分散      相談支援機能を移転 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）福祉総合相談センター 
 

【２階】 
地域包括支援センター、成年後見センター 

現状：高砂市ユーアイ福祉交流センター 

（高砂地区） 

 

 

 

 

介護保険法第１１５条の４６第１項に基づ

き「地域包括支援センター」を設置 

（業務は（社福）社会福祉協議会に委託） 

現状：納豆工房なっとこちゃん 

（曽根地区） 

 

 

 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律第７７条の２第２項に

基づき「基幹相談支援センター」を設置

（業務は（社福）あかりの家に委託） 

【効果】 
①現在、市域の東端部に位置しているため、
中心部に窓口を設置することにより、相談
者の利便性が上がる。 
②近年包括に寄せられる相談については内容
が複雑化しており、これらに対応するため
には職員の増員が必要であると考えるが、
現事務所ではスペースが無い。伊保幼跡に
包括機能を分散設置することで執務スペー
スの確保が可能となる。 

【効果】 
①高齢者の相談窓口（地域包括支援センタ
ー）に併設することで、８０５０問題の
対応など、地域包括との連携がより円滑
に図れる。 
②市役所の近くに基幹相談支援センターを
定点設置することで、利便性の向上が図
れ、市民にとって相談窓口が「わかりや
すく」なる。 

【共通効果】 
① 成年後見センターを設置することで、高齢者・障がい者など一体的な相談体制の充実が図
れ、将来的には権利擁護センターの実現が可能となる。 

② （仮称）だれでも立ち寄りステーションを設置することで、障がい者の就労機会の創出と
多世代交流の空間づくり、地域共生社会の担い手となる人材育成などが図れる。 

③ 福祉にかかる様々な悩みごとに寄り添い、安心して気軽に相談できるワンストップ型の相
談体制の充実が図れる。 

【１階】 
基幹相談支援センター 

（仮称）だれでも立ち寄りステーション 

（就労訓練カフェ、福祉アンテナショップ） 

【地方創生の推進】 

自立性、官民協働、地域

間連携、政策間連携、事

業推進主体の形成、人材

の確保・育成の推進を図

る。 

（仮称）だれでも立ち寄
りステーションは、市内
の就労継続支援 B 型提供
事業者との業務委託によ
り設置及び運営予定。 



12 

第７章 相談センター設置に向けたスケジュール 

 

令和６年度当初竣工を想定した場合 

時期 内容 検討内容 

 

令和３年度 

施設の利活用方針決

定 

 

財源等の発掘検討 

 

 

施設の所管替 

 

建築許可申請 

（事前調整） 

 

汚水処理の検討 

 

標識等の検討 

 

 

・（仮称）高砂市福祉総合相談センター整備方針の

策定（福祉部） 

 

・地方創生推進交付金の活用に向けての検討 

（福祉部・政策部） 

 

・教育部⇒福祉部へ所管替え 

 

・建築許可申請（用途変更申請）にかかる兵庫県と

の事前調整（都市創造部・福祉部・政策部） 

 

・汚水処理の検討（上下水道部） 

 

・道路案内標識、点字ブロック設置等の検討 

（都市創造部・福祉部） 

 

・設計委託等に係る令和４年度予算要求（福祉部） 

基本設計、実施設計、地質・アスベスト調査、地

方創生企画運営等 

 

令和４年度 

地方創生機能の在り

方検討 

 

基本・実施設計 

アスベスト調査 

建築許可申請 

・会議体（ワークショップ）の設置及び「だれでも

立ち寄りステーション」の在り方を協議、検討 

 

・基本設計・実施設計（政策部） 

（アスベスト含有調査含む） 

・建築許可申請（用途変更申請）事前及び本審査 

（政策部・都市創造部・福祉部） 

・工事費等に係る令和５年度予算要求（福祉部） 

 改修工事、道路案内標識、点字ブロック設置、什

器等備品、引越し費用等（福祉部） 

 

令和５年度 

施設の改修工事 

 

・大規模改修工事 

・センター条例の制定 

令和６年度 

 

 

施設の供用開始 

 

 

 

・基幹相談支援センター 

・地域包括支援センター 

・成年後見支援センター（見込み） 

・だれでも立ち寄りステーション（地方創生） 
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【参考資料】 

 

〇相談センター平面図案（１階） 
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〇相談センター平面図案（２階） 
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〇相談センター配置図案 
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〇見積比較表 

 


